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招 集 ご 通 知

第121回

2021年６月25日（金曜日）
午前10時

名古屋市中区錦一丁目19番30号
名古屋観光ホテル３階
「那古の間」

日 時

場 所

第１号議案 取締役11名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 取締役等に対する業績連動型

株式報酬制度の内容改定の件

決議事項

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆さまの
安全を最優先に、極力、書面またはインターネットにより
事前の議決権行使をしていただき、株主総会当日のご来場
をお控えいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願い
申し上げます。
・感染予防措置として、株主総会会場の座席間隔を広く
とらせていただきますことから、ご用意できる座席数に
限りがございます。このため満席の場合には、ご入場を
お断りすることもございますこと、ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。

・株主総会当日までの感染拡大状況等により、本総会の
開催・運営等に関して大きな変更が生じる場合は、
当社ウェブサイト（https://www.ngkntk.co.jp/ir/
events/shareholders.html）でお知らせします。
ご来場いただく場合は、事前に最新の状況をご確認いた
だきますようお願い申し上げます。
・株主総会の模様の一部を後日当社ウェブサイト
（https://www.ngkntk.co.jp/ir/events/
shareholders.html）にて配信させていただきます。

・ご来場の株主さまへのお土産及び控室での呈茶サービス
はございません。
・株主総会終了後の株主懇談会等の開催はございません。
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株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感

染症による影響を受けられた方々に謹んでお見舞い

申し上げます。

当社第121回定時株主総会を2021年６月25日

（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知

をお届けいたします。

昨年、当社は2040年の目指す姿として長期ビジョン

“Beyond ceramics, eXceeding imagination”「セラミ

ックスのその先へ、想像のその先へ」を掲げ、そこか

らバックキャストした新長期経営計画「2030 長期

経営計画 日特BX」を発表しました。

新型コロナウイルスにより人々の日常が大きく

変わり、また自動車業界においても大変革期といわ

れる中、当社グループは持続可能で、より良い社会の

実現に寄与するために、「これまでの延長線上にない

変化」を目指してまいります。”Change（変革）

with（共生）Will（志）!!”という行動指針のもと、

セラミックスの領域を超えて、当社グループは何が

できるかを考え、志を高く持ち、一丸となって社会

課題の解決を成し遂げていく所存です。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬ

ご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

株主の皆さまへ
TOP MESSAGE
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証券コード 5334
2021年６月３日

株 主 各 位
名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

　

　

代表取締役会長 尾 堂 真 一
第121回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第121回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットにより議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年６月24日（木曜日）
午後５時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市中区錦一丁目19番30号

名古屋観光ホテル ３階 「那古の間」
３．会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第121期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

2. 第121期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類
報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役11名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

以 上
■ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及

び当該体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」及び計算
書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の規
定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ngkntk.co.jp）に掲載して
おりますので、本添付書類には記載しておりません。なお、本添付書類に記載しております連結
計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告を作成するに際し
て監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

■ 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生
じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（https://www.ngkntk.co.jp）に掲載させてい
ただきます。



インターネットによる
議決権行使

インターネットにより議決権
を行使される場合は、次の事項
をご確認の上、行使していただ
きますようお願い申し上げます。

詳細は５頁～６頁をご高覧い
ただきますようお願い申し上
げます。

当日ご出席による
議決権行使

当日ご出席の際は、お手数な
がら同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。
※当日ご出席の場合は、郵送（議決
権行使書）又はインターネットによ
る議決権行使のお手続きはいずれ
も不要です。

書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示いただ
き、2021年６月24日（木曜日）
午後５時までに到着するようご
返送ください。
議決権行使結果の集計の都合
上、お早めにご返送いただきま
すようお願い申し上げます。

議決権行使についてのご案内
招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類
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査
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書
類
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株主総会ご出席の際のご留意点
■当日ご出席の際は、資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいますよう、お願い
申し上げます。
■受付開始時刻は午前９時を予定しております。開会時刻間際は大変混雑いたしますので、時間
に余裕をもってご来場くださいますよう、お願い申し上げます。
■当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様１名に委任すること
ができます。この場合は、代理権を証明する書類をご提出ください。

　
書面及びインターネットによる議決権行使の際のご留意点
■書面とインターネットの双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行
使を有効とさせていただきます。
■インターネットで複数回議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただ
きます。

本年より、株主総会の決議結果につきましては、書面による「定時株主総会決議ご通知」の送付に代えて、
当社ウェブサイト（https://www.ngkntk.co.jp/ir/events/shareholders.html）への掲載をもってご案内
させていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



「ログイン用QRコード」を読
み取りいただくことで、「ログ
インID」及び「仮パスワード」
が入力不要でログインいただ
けます。
※この方法での議決権行使は1回に
限ります。

二回目以降のログインの際は…

下に記載のご案内に従ってロ
グインしてください。

インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、画面の案内に従って行使していただきますようお願い申し上げます。

QRコードを読み取る1

議決権行使ウェブサイトにアクセスする1

議決権行使方法を選ぶ2

ログインID・仮パスワードを入力する方法

スマートフォンの場合 QRコード※１を読み取る方法

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

お手元の議決権行使書用紙の副票(右
側)に記載された「ログインID」及び「仮
パスワード」を入力

2

「ログイン」をクリック

「次の画面へ」
をクリック

議案賛否方法の選択画面が
表示されるので、議決権行
使方法を選ぶ。

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議
決権行使書副票（右側）に記載の「ログ
イン用QRコード」を読み取る。
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各議案の賛否を選択3

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電 話 0120-173-027
午前９：00～午後９：00（通話料無料）受付時間

機関投資家の皆さまへ
機関投資家の皆さまは、㈱ICJが運営する議決権電子行使プラッ
トフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総
会における議決権行使の方法として、インターネットによる議
決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただけます。

インターネットによる議決権行使期限 2021年６月24日（木曜日）午後５時まで

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
行
使
完
了
で
す
。

以
降
は
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
賛
否
を

ご
入
力
く
だ
さ
い
。

「新しいパスワード」と
「新しいパスワード（確認用）」
の両方に入力

3

議決権行使サイトについて

※1「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。
※2「ｉモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo!Inc.の商標又は登録商標
です。

インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（ｉモード、
EZweb、Yahoo!ケータイ）※2から、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.
tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（但し、毎日午前２
時から午前５時までは取り扱いを休止します。)
パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウ
ォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxy
サーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できな
い場合もございます。
携帯電話による議決権行使は、i モード、EZweb、Yahoo！ケータイのいずれかのサービ
スをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（TLS通信）及び携帯電話
情報の送信が不可能な機種には対応していません。

注意事項
株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防
止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願い
することになりますのでご了承ください。
株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
アクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担とさせ
ていただきます。

「送信」をクリック

画面の案内に従って各議案
の賛否を選択

招
集
ご
通
知
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
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第１号議案 取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって現任取締役11名全員は任期満了となりますので、社外取締役４名

を含めた取締役11名の選任をお願いするものであります。
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験等のバック

グラウンドが異なる多様な人材で取締役会を構成することが重要であると考えており、また社
外取締役を複数名選任して取締役会を構成することを通じ、社外の視点を取り入れて監督機能
を強化するとともに意思決定の透明性を確保することを重視しております。
これらの考えに基づき、取締役候補者の選任にあたっては、手続きの合理性及び透明性を確

保するために、取締役会の諮問機関であり、委員の過半数を独立社外役員とする指名委員会に
おける審議を経て取締役会において決定しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位 担 当

1
お どう しん いち

尾堂 真一 再 任 代表取締役会長 ―

2
かわ い たけし

川合 尊 再 任
代表取締役社長
社長執行役員

全事業管掌、DX推進・グローバル
グループガバナンス本部管掌

3
まつ い とおる

松井 徹 再 任
代表取締役副社長
副社長執行役員

社長補佐、Business Creation
カンパニー管掌

4
か とう み き ひこ

加藤三紀彦 再 任
取締役
上席執行役員

戦略人事・サステナビリティ推進
管掌、東京支社長

5
こ じま た き お

小島多喜男 再 任
取締役
上席執行役員 研究開発本部管掌

6
いそ べ けん じ

磯部 謙二 再 任
取締役
上席執行役員

ビジネスマネジメント・財務戦略
管掌、秘書室担当

7
まえ だ ひろ ゆき

前田 博之 再 任
取締役
上席執行役員 経営戦略・事業化推進本部管掌

8
おお たき もり ひこ

大瀧 守彦 再 任 社 外 独 立 社外取締役 ―

9
やす い かね まる

安井 金丸 再 任 社 外 独 立 社外取締役 ―

10
マッケンジー ドナルド クラグストン

MackenzieDonaldClugston 再 任 社 外 独 立 社外取締役 ―

11
ど い み わ こ

土井美和子 再 任 社 外 独 立 社外取締役 ―
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候補者番号 1 お ど う し ん い ち

尾 堂 真 一 再 任
　

生年月日
1954年４月３日生

略歴、当社における地位及び担当
1977年４月 当社入社
2003年２月 当社自動車関連事業本部営業本部海外市販部長
2005年７月 米国特殊陶業株式会社社長
2007年６月 当社取締役
2010年６月 当社常務取締役
2011年６月 当社代表取締役社長
2012年４月 当社代表取締役社長 社長執行役員
2016年４月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員
2019年４月 当社代表取締役会長（現在に至る）
2020年５月 一般社団法人日本自動車部品工業会会長（現在に至る）

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 22,984株

重要な兼職の状況
一般社団法人日本自動車部品工業会会長

取締役候補者とした理由
尾堂真一氏は、長年にわたり自動車関連事業において国内・海外の営業部門などの
運営及び経営に携わり、2011年６月からは代表取締役社長を務めました。2019年
４月からは代表取締役会長として中長期的な企業成長及びより一層のコーポレート
ガバナンス強化の視点で経営に携わっております。当社における豊富な経営経験と
グローバルな事業経営に関する見識を有していることから、引き続き取締役候補者
といたしました。
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候補者番号 2 か わ い たけし

川 合 尊 再 任
　

生年月日
1962年10月13日生

略歴、当社における地位及び担当
1987年４月 当社入社
2011年２月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
2012年４月 当社執行役員
2015年４月 当社常務執行役員
2015年６月 当社取締役常務執行役員
2016年４月 当社取締役専務執行役員
2019年４月 当社代表取締役社長 社長執行役員（現在に至る）

（担当）全事業管掌、DX推進・グローバルグループガバナンス本部管掌

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 6,311株

取締役候補者とした理由
川合尊氏は、長年にわたりセンサ事業部の技術部門に携わり、2016年４月からは
取締役専務執行役員として事業部門を統括する企画統括本部長を務めるなど、事業
経営に関する豊富な知見を有しております。また、2019年４月の代表取締役社長
就任以降、業務執行の最高責任者として中長期的な経営目標達成に向け当社グルー
プを牽引していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号 3 ま つ い とおる

松 井 徹 再 任
　

生年月日
1962年２月14日生

略歴、当社における地位及び担当
1984年４月 当社入社
2011年４月 欧州NGKスパークプラグ有限会社社長
2013年10月 当社自動車関連事業本部営業本部直販部長
2014年12月 上海特殊陶業有限公司社長
2015年４月 当社執行役員
2016年７月 特殊陶業実業（上海）有限公司社長
2018年４月 当社常務執行役員
2018年６月 当社取締役常務執行役員
2019年４月 当社取締役副社長 副社長執行役員
2020年４月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員（現在に至る）

（担当）社長補佐、Business Creationカンパニー管掌

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 6,205株

取締役候補者とした理由
松井徹氏は、長年にわたり自動車関連事業の営業部門に携わり、当社グループ会社
の社長を経て、現在は代表取締役副社長として経営に携わるとともに新規事業創出
を管掌しております。当社における豊富な営業・マーケティング経験及びグローバ
ルな事業運営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたし
ました。



11 NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

候補者番号 4 か と う み き ひこ

加 藤 三紀彦 再 任

生年月日
1962年８月18日生

略歴、当社における地位及び担当
1985年４月 当社入社
2012年２月 当社経営企画部長
2012年８月 ブラジル特殊陶業有限会社社長
2015年10月 当社経営企画部長
2016年４月 当社執行役員
2017年６月 当社取締役執行役員
2019年４月 当社取締役上席執行役員（現在に至る）

（担当）戦略人事・サステナビリティ推進管掌、東京支社長

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 3,994株

取締役候補者とした理由
加藤三紀彦氏は、長年にわたり経理部門及び経営企画部門に携わり、当社グループ
会社の社長を経て、現在は取締役上席執行役員として人財戦略及びサステナビリテ
ィ推進を管掌しております。当社における豊富な経営企画業務に関する経験及び事
業運営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号 5 こ じ ま た き お

小 島 多喜男 再 任
　

生年月日
1961年10月12日生

略歴、当社における地位及び担当
1984年４月 当社入社
2011年２月 当社技術開発本部商品企画センター次世代商品プロジェクト部長
2012年４月 当社新規事業推進本部次世代商品プロジェクト長
2013年10月 当社技術開発本部研究開発センター副センター長
2014年４月 当社執行役員
2018年４月 当社常務執行役員
2018年６月 当社取締役常務執行役員
2019年４月 当社取締役上席執行役員（現在に至る）

（担当）研究開発本部管掌

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 6,262株

取締役候補者とした理由
小島多喜男氏は、長年にわたり研究開発部門に携わり、研究開発センター副センタ
ー長を経て、現在は取締役上席執行役員として研究開発を管掌しております。当社
における豊富な研究開発業務に関する経験及び新技術に関する知見を有しているこ
とから、引き続き取締役候補者といたしました。



13 NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

候補者番号 6 いそ べ けん じ

磯 部 謙 二 再 任
　

生年月日
1963年８月９日生

略歴、当社における地位及び担当
1986年４月 当社入社
2011年７月 当社経理部長
2013年４月 当社経営企画部長兼広報室長
2015年12月 当社経営管理本部経理部長兼広報室長
2016年４月 当社執行役員
2018年６月 当社取締役執行役員
2019年４月 当社取締役上席執行役員（現在に至る）

（担当）ビジネスマネジメント・財務戦略管掌、秘書室担当

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 11,026株

重要な兼職の状況
米国ホールディング株式会社社長

取締役候補者とした理由
磯部謙二氏は、長年にわたり経理部門、経営企画部門及び広報部門に携わり、経営
管理本部副本部長を経て、現在は取締役上席執行役員として経営管理及び財務戦略
を管掌しております。当社における豊富な経営管理業務に関する経験及び財務・会
計に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号 7 まえ だ ひろ ゆき

前 田 博 之 再 任
　

生年月日
1964年２月６日生

略歴、当社における地位及び担当
1986年４月 当社入社
2012年２月 当社自動車関連事業本部センサ事業部企画管理部長
2012年４月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第２技術部長
2013年４月 当社調達本部調達部長
2014年４月 当社調達本部副本部長兼取引先開発室長兼調達部長
2016年４月 当社執行役員
2019年４月 当社上席執行役員
2019年６月 当社取締役上席執行役員（現在に至る）

（担当）経営戦略・事業化推進本部管掌

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 1,531株

取締役候補者とした理由
前田博之氏は、長年にわたりセンサ事業部の企画部門及び技術部門に携わり、調達
本部長を経て、現在は取締役上席執行役員として経営戦略を管掌しております。当
社における豊富な製品・技術開発に関する経験及び事業運営に関する知見を有して
いることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号 8 お お た き も り ひ こ

大 瀧 守 彦 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1954年６月11日生

略歴、当社における地位及び担当
1996年８月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー

代表取締役社長
2011年８月 株式会社パソナ取締役副会長
2013年６月 当社社外取締役（現在に至る）
2016年６月 Henry Schein Japan株式会社取締役（現在に至る）
2016年８月 株式会社パソナ副会長
2018年６月 株式会社ギガプライズ社外取締役（現在に至る）
2020年６月 株式会社エフピコ社外取締役（現在に至る）

取締役会出席回数（2020年度）
12回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 409株

重要な兼職の状況
Henry Schein Japan株式会社取締役
株式会社ギガプライズ社外取締役
株式会社エフピコ社外取締役

社外取締役在任年数
８年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大瀧守彦氏は、グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識を
有しており、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助
言をいただいております。また、当社取締役会における意思決定の透明性を高める
ために積極的に発言いただく等、当社のコーポレートガバナンス強化のために重要
な役割を果たされております。選任後には、引き続き上記の経験及び見識に基づき
当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社
外取締役候補者といたしました。

独立性について
大瀧守彦氏が取締役副会長を務めておりました株式会社パソナと当社との間には人
材派遣に関する取引関係がありますが、取引金額は同社売上高の0.1％未満と極僅
少であり、また同氏が現在取締役を務めているHenry Schein Japan株式会社と当
社との間には取引関係はなく、当社が定める独立役員選任基準（23ページに記載）
を満たしていることから独立性は十分に確保されており、再任をご承認いただいた
場合には引き続き株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を
独立役員として届け出る予定であります。
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候補者番号 9 や す い か ね ま る

安 井 金 丸 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1951年２月22日生

略歴、当社における地位及び担当
1981年３月 公認会計士登録
1999年４月 中央監査法人代表社員
2006年９月 みすず監査法人理事
2007年８月 あずさ監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員
2008年６月 同監査法人（現：有限責任 あずさ監査法人）代表社員・専務理

事・名古屋事務所長
2013年６月 有限責任 あずさ監査法人退職
2013年７月 安井公認会計士事務所所長（現在に至る）
2014年６月 ニチハ株式会社社外取締役

当社社外取締役（現在に至る）
取締役会出席回数（2020年度）

12回／12回
所有する当社株式の数
普通株式 1,822株

重要な兼職の状況
公認会計士

社外取締役在任年数
７年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
安井金丸氏は、長年の公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有してお
り、社外取締役として当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいた
だいております。また、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積
極的に発言いただく等、当社のコーポレートガバナンス強化のために重要な役割を
果たされております。選任後には、引き続き上記の知識・経験等に基づき当社経営
陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役
候補者といたしました。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経
営に関与したことはありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切
に遂行いただけるものと判断しております。

独立性について
安井金丸氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身であり、
1993年４月から2005年３月まで当社の会計監査業務に携わっておりましたが、当
社の監査業務から離れて15年が経過しており、同監査法人を退職してから８年が経
過しております。
また、同監査法人は法令に基づいて当社から独立した立場で会計監査を実施してい
ることは勿論のこと、当社が同監査法人に支払っている金額は、同監査法人が受け
取る総報酬額のうち、0.1％未満と極僅少であること、また現在同氏が所長を務め
ている安井公認会計士事務所と当社との間には取引関係はなく、当社が定める独立
役員選任基準（23ページに記載）を満たしていることから、独立性は十分に確保さ
れており、再任をご承認いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所及び
株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定であります。
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候補者番号 10 マッケンジー ドナルド クラグストン

Mackenzie Donald Clugston 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1950年６月19日生

略歴、当社における地位及び担当
1982年６月 カナダ外務省入省
2000年８月 在大阪カナダ総領事館総領事
2003年８月 在日カナダ大使館公使
2009年８月 駐インドネシア、東ティモール兼ASEANカナダ大使
2012年11月 駐日カナダ大使
2016年６月 亀田製菓株式会社社外取締役（現在に至る）
2016年９月 関西学院大学教授（現在に至る）
2017年６月 出光興産株式会社社外取締役（現在に至る）
2018年３月 サッポロホールディングス株式会社社外取締役（現在に至る）
2019年６月 当社社外取締役（現在に至る）

取締役会出席回数（2020年度）
11回／12回

所有する当社株式の数
普通株式 0株

重要な兼職の状況
亀田製菓株式会社社外取締役
関西学院大学教授
サッポロホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役在任年数
２年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
Mackenzie Donald Clugston氏は、長年の外交官として培われたグローバルで豊
富な経験並びに国際情勢及び貿易に関する高い見識を有しており、社外取締役とし
て当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいております。ま
た、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただく
等、当社のコーポレートガバナンス強化のために重要な役割を果たされております。
選任後には、引き続き上記の経験及び見識に基づき当社経営陣による業務執行の監
督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはあり
ませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと
判断しております。

独立性について
Mackenzie Donald Clugston氏は、当社が定める独立役員選任基準（23ページ
に記載）を満たしていることから、独立性は十分に確保されており、再任をご承認
いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引
所へ同氏を独立役員として届け出る予定であります。
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候補者番号 11 ど い み わ こ

土 井 美和子 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1954年６月２日生

略歴、当社における地位及び担当
1979年４月 東京芝浦電気株式会社（現：株式会社東芝）入社
2005年７月 株式会社東芝研究開発センター技監
2008年７月 株式会社東芝研究開発センター首席技監
2014年４月 独立行政法人情報通信研究機構（現：国立研究開発法人情報通信

研究機構）監事（現在に至る）
2015年６月 株式会社野村総合研究所社外取締役
2017年４月 奈良先端科学技術大学院大学理事（現在に至る）
2019年６月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役（現在に至る）
2020年４月 東北大学理事（現在に至る）
2020年６月 株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外取締役（現在に至る）

当社社外取締役（現在に至る）
取締役会出席回数（2020年度）

10回／10回
（2020年６月24日社外取締役就任以降）

所有する当社株式の数
普通株式 485株

重要な兼職の状況
国立研究開発法人情報通信研究機構監事(非常勤)
奈良先端科学技術大学院大学理事（非常勤）
株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役
東北大学理事（非常勤）
株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外取締役

社外取締役在任年数
１年（本定時株主総会終結時）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
土井美和子氏は、情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実
績を有し、現在も研究機関や大学で先端技術の研究に携わっており、社外取締役と
して当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただいております。
また、当社取締役会における意思決定の透明性を高めるために積極的に発言いただ
く等、当社のコーポレートガバナンス強化のために重要な役割を果たされておりま
す。選任後には、引き続き上記の経験及び実績に基づき当社経営陣による業務執行
の監督及び経営陣への助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしま
した。なお、同氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したこと
はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただける
ものと判断しております。

独立性について
土井美和子氏が理事を務めている東北大学との間で主に研究委託に関する取引関係
がありますが、取引金額は５百万円程度と極僅少であり、また同氏が理事を務めて
いる奈良先端科学技術大学院大学と当社との間には取引関係はなく、当社が定める
独立役員選任基準（23ページに記載）を満たしていることから、独立性は十分に確
保されており、再任をご承認いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所
及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定であります。
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（注）1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 各取締役候補者の所有する当社株式数には、日本特殊陶業役員持株会における本人の持分を含めてお
ります。

3. 大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏及び土井美和子氏は、会社法施行規則第
２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。

4. Mackenzie Donald Clugston氏は、出光興産株式会社の社外取締役を務めておりますが、2021年
６月23日開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって社外取締役を退任する予定であります。

5. 土井美和子氏が2019年６月17日から社外取締役を務めている株式会社三越伊勢丹ホールディングス
の子会社である株式会社エムアイカードは、同子会社が供給するクレジットカード「エムアイカード
プラスゴールド」に係る役務の取引について、不当景品類及び不当表示防止法第５条第１号又は第２
号に該当する不当な表示を行っていたとして、消費者庁より2019年７月8日付けで措置命令を、2020
年３月24日付けで課徴金納付命令を受けました。同氏は、日頃より株式会社三越伊勢丹ホールディン
グス取締役会において法令順守の観点から様々な提案を行っており、本事実の判明後においても同社
取締役会での審議を通じて同社及び同社グループにおける再発防止策の策定と従業員教育の強化に尽
力するなど、その職責を果たしております。

6. 当社は、社外取締役が期待された役割を発揮できるよう、当社定款に基づき、法令が定める最低責任
限度額を損害賠償の限度額とする旨の責任限定契約を社外取締役との間で締結できる規定を設けてお
ります。
大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏及び土井美和子氏は、既に当社と責任限
定契約を締結しており、４氏の再任をご承認いただいた場合は、引き続き当該契約を継続する予定で
あります。

7. 当社は、取締役、監査役及び執行役員その他会社法上の重要な使用人を被保険者とする役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金・争訟費用等の損害を当該
保険契約により填補することとしており、各候補者の選任をご承認いただいた場合は、各候補者は当
該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は、2021年6月30日に同内容での更新を予定
しております。
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第２号議案 監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって監査役堀田泰彦氏及び永冨史子氏が任期満了となりますので、

監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 1 なが とみ ふみ こ

永 冨 史 子 再 任 社 外 独 立
　

生年月日
1952年11月28日生

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1981年 4 月 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所
1989年３月 同所退所
1989年４月 永冨法律事務所開設（現在に至る）
2006年５月 株式会社ＵＣＳ社外監査役
2016年６月 中部電力株式会社社外監査役（現在に至る）
2017年６月 当社社外監査役（現在に至る）
取締役会出席回数（2020年度）

12回／12回
所有する当社株式の数
普通株式 2,100株

監査役会出席回数（2020年度）
13回／13回

社外監査役在任年数
４年（本定時株主総会終結時）

重要な兼職の状況
弁護士
中部電力株式会社社外監査役
社外監査役候補者とした理由
永冨史子氏は、長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び豊富な経験を
有しており、その専門的な知見を活かして社外監査役としての職務を適切に遂行い
ただいていることに加え、経営全般に対して適宜適切な提言をいただいており、当
社のコーポレートガバナンス強化のために重要な役割を果たされていることから、
引き続き当社の経営全般に対する適確な監査を遂行いただけるものと考え、社外監
査役候補者といたしました。
同氏はこれまで社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはあり
ませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することがで
きるものと判断しております。
独立性について
永冨史子氏が所属する法律事務所と当社との間には取引関係はなく、当社の定める
独立役員選任基準（23ページに記載）を満たしていることから、独立性は十分に確
保されており、再任をご承認いただいた場合には引き続き株式会社東京証券取引所
及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予定であります。
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候補者番号 2 たか くら ち はる

髙 倉 千 春 新 任 社 外 独 立

生年月日
1959年12月22日生

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1983年 4 月 農林水産省入省
1992年５月 米国Georgetown大学MBA取得
1993年８月 株式会社三和総合研究所コンサルタント
1999年７月 ファイザー株式会社人事部企画担当部長
2006年10月 ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部

人財組織部長
2014年７月 味の素株式会社理事・グローバル人事部長
2020年４月 ロート製薬株式会社人事アドバイザー
2020年６月 ロート製薬株式会社取締役人財・Well-being経営推進本部長

（現在に至る）

重要な兼職の状況
ロート製薬株式会社取締役

所有する当社株式の数
普通株式 0株

社外監査役候補者とした理由
髙倉千春氏は、米国Georgetown大学にてMBAを取得後、組織構築・人財開発分
野のコンサルタントを経て、国際的な製薬企業をはじめとする幾多のグローバル企
業において人事部門での要職を歴任し、組織開発・人財開発に関する豊富な経験及
び知見を有しております。以上の経験及び知見によって、社外監査役としての職務
を適切に遂行いただけるものと考え、新たに社外監査役候補者といたしました。

独立性について
髙倉千春氏が取締役を務めているロート製薬株式会社と当社との間には取引関係は
なく、当社が定める独立役員選任基準（23ページに記載）を満たしていることか
ら、独立性は十分に確保されており、選任をご承認いただいた場合には、株式会社
東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所へ同氏を独立役員として届け出る予
定であります。
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（注）1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 永冨史子氏の所有する当社株式数には、日本特殊陶業役員持株会における本人の持分を含めておりま
す。

3. 永冨史子氏及び髙倉千春氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であり
ます。

4. 当社は、社外監査役が期待された役割を発揮できるよう、当社定款に基づき、法令が定める最低責任
限度額を損害賠償の限度額とする旨の責任限定契約を社外監査役との間で締結できる規定を設けてお
ります。
永冨史子氏は、既に当社と責任限定契約を締結しており、同氏の再任をご承認いただいた場合は、引
き続き当該契約を継続する予定であります。
髙倉千春氏の選任をご承認いただいた場合は、同氏と当社との間で当該契約を締結する予定でありま
す。

5. 当社は、取締役、監査役及び執行役員その他会社法上の重要な使用人を被保険者とする役員等賠償責
任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金・争訟費用等の損害を当該
保険契約により填補することとしており、各候補者の選任をご承認いただいた場合は、各候補者は当
該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は、2021年6月30日に同内容での更新を予定
しております。
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（ご参考）
　

当社における社外役員の独立性に関する基準
　
当社は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基

準に加えて、下記の通り当社独自の「独立役員選任基準」（※注1）を策定し、これら全てを満た
す者を独立役員に指定することといたします。
　
１．当社グループとの間で、直近過去３年間における双方いずれかの連結売上収益（連結売上
高）の２％以上の取引がある取引先において、直近過去３年間に取締役、監査役、執行役又
は支配人その他の使用人（執行役員を含み、社外取締役、社外監査役を除く。以下「取締役
等」という）になったことがない者

２．当社グループの現在の主要株主及び当社グループが主要株主である会社の取締役等でない者
（なお、主要株主とは、議決権所有割合が10％以上の株主とする）

３．当社グループの主要借入先において、直近過去３年間に在籍していない者（なお、主要借入
先とは、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存して
いる金融機関その他の大口債権者とする）

４．当社グループから現在報酬を受領している弁護士、公認会計士、各種コンサルティング等の
専門的サービス提供者でない者

５．当社グループが直近過去３年以内のいずれかの年度において1,000万円以上の寄付をしてい
ない者（※注2）

６．当社グループから取締役等を受け入れている会社又はその子会社の取締役等でない者
７．現在又は過去における当社グループの取締役等の二親等以内の親族でない者
８．当社グループと恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない者
　
（注1）但し、企業合併その他意図せずした背景等で第三者に対して明確に独立性を説明できる

理由がある場合には、上記に該当した場合でも独立役員の意見を尊重した上で認める場
合があります。

（注2）但し、1,000万円以上の寄付を行った場合であっても、当該寄付が独立役員候補者と同
一の大学・研究所等に所属する別の教授や研究室に個別に行われた寄付である等、第三
者に対して当該寄付が独立役員候補者の独立性の判断に影響を与えないことを明確に説
明できる理由がある場合には、独立役員の意見を尊重した上で認める場合があります。
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第３号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

１．本制度改定を相当とする理由
当社は、当社の取締役（社外取締役を除きます。）及び執行役員（雇用型執行役員を除きます。
取締役と併せて、以下「取締役等」といいます。）を対象に、役位及び中期経営計画等で掲げる
業績目標の達成度等に応じて当社株式及びその換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」と
いいます。）の交付及び給付（以下「交付等」といいます。）を行う、業績連動型の株式報酬制度
（以下「本制度」といいます。）について、2017年６月29日開催の第117回定時株主総会並びに
2019年６月25日開催の第119回定時株主総会において株主の皆さまのご承認をいただき今日に
至っておりますが、今般、長期経営計画及び中期経営計画で掲げる事業ポートフォリオ転換並び
にサステナビリティへの取り組みを一層推進するため業績達成度等を評価する指標に非財務指標
目標を追加する等の一部改定を行うとともに、本制度を継続することにつき、ご承認をお願いす
るものであります。
本制度の改定並びに継続は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、当
社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆さまと利害を共有する
ことを目的としており、事業報告53頁に内容の概要を記載しております「取締役の個人別の報
酬等の内容に係る決定方針」に沿うことから相当であると考えております。本議案をご承認いた
だいた場合には、その内容とも整合するよう、本総会終結後の取締役会において、同決定方針の
うち、業績連動型株式報酬の数の算定に用いる指標に本改定により新たに設定する非財務指標目
標を追加する変更を行う予定であります。
なお、改定後の本制度の対象となる取締役の員数は、第１号議案を原案通りご承認いただきま
すと７名となります。また、上記の通り、本制度は執行役員も対象としており、本総会終結の時
における執行役員（取締役を除く。）のうち、改定後の本制度の対象となる者の員数は14名であ
ります。

２．本制度における改定後の内容等
(１) 本制度の概要（下線部分が主な改定箇所）
本制度は、当社が拠出する金員を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役
等に対して、当社が定める株式交付規程に従って役位及び業績達成度等に応じて当該信託を通じ
て当社株式等の交付等がなされる業績連動型の株式報酬制度であります。
本制度による役員報酬は、業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う「業績連動
部分」と役位に応じて一定数の当社株式等の交付等を行う「固定部分」から構成されます。「業
績連動部分」は当社の業績向上に向けた取締役等の動機付け及び中長期の業績等と役員報酬の連
動強化を目的とし、「固定部分」は取締役等の株式保有を通じた株主の皆さまとの利害共有の強
化を目的としております。
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①本議案の対象となる当社株式等
の交付等の対象者

・当社の取締役（社外取締役を除く。）
・当社の執行役員（雇用型執行役員を除く。）

②本制度の対象となる期間 ・2022年３月31日で終了する事業年度から2025年３月31日で終了する
事業年度までの４事業年度

③当社が拠出する金員の上限及び取締役等が取得する当社株式数の上限並びに本議案の対象となる当社株式が
発行済株式の総数に与える影響

当社が拠出する金員の上限
（下記(２)のとおり。） ・４事業年度を対象として、合計1,000百万円

取締役等が取得する当社株式等の
数の上限及び当社株式の取得方法
（下記(２)及び(３)のとおり。）

・上限となる株数は対象期間である４事業年度で合計667千株であり、
発行済株式の総数（2021年３月末日時点、自己株式控除後）に対する
割合は約0.32％
・当社株式は、株式市場からの取得予定のため、希薄化は生じない

④業績連動部分における業績達成
条件の内容
（下記(３)のとおり。）

・単年度業績目標の達成度を評価する指標
決算短信の業績予想値に対する達成度等に応じて、0～200％の範囲で
変動します。業績目標の達成度等を評価する指標は、連結売上収益及び
連結営業利益とします。
・中期業績目標の達成度を評価する指標
中期経営計画の目標値に対する達成度等に応じて、0～200％の範囲で
変動します。業績目標の達成度等を評価する指標は、連結売上収益、連
結営業利益及びROICとします。
・非財務指標目標の達成度を評価する指標
中期経営計画期間における目標値に対する達成度等に応じて、0～200
％の範囲で変動します。非財務指標目標の達成度等を評価する指標は、
非内燃機関事業売上比率及びＣＯ２排出量削減率とします。

⑤取締役等に対する当社株式等の
交付等の時期
（下記(４)のとおり。）

・対象期間終了後
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(２) 当社が拠出する金員の上限
本制度の対象となる期間は、当社が掲げる中期経営計画の対象となる期間に対応した、2022
年３月31日で終了する事業年度から2025年３月31日で終了する事業年度までの４事業年度
（以下「対象期間」といいます。）とします。
当社は、対象期間である４事業年度に対して上限額を1,000百万円として信託金を拠出し、受
益者要件を充足する取締役等を受益者として対象期間に相当する期間の信託（以下「本信託」と
いいます。）を設定します。本信託は、信託管理人の指図に従い、信託金を原資として当社株式
を株式市場から取得します。信託金の上限金額は、現在の取締役等の報酬水準を考慮し、株式取
得資金に信託報酬及び信託費用を加算して算出しております。
当社は、対象期間中の毎年、取締役等に対し、ポイント（下記(３)のとおり。）の付与を行い、
あらかじめ定められた一定の時期（下記(４)のとおり。）において、それまでに付与されたポイ
ント数に相当する当社株式等の交付等を本信託から行います。
なお、本信託の信託期間の満了時に、改めて株主総会において承認を受けた上で、新たな本信
託の設定に代えて信託契約の変更及び追加拠出を行うことにより、本信託を継続することがあり
ます。
追加拠出を行う場合において、継続時に信託財産内に残存する当社株式（取締役等に付与され
たポイントに相当する当社株式で交付等が未了であるものを除く。以下、「残存株式」という。）
及び金銭（以下、残存株式と併せて「残存株式等」という。）があるときは、残存株式等の金額
と当社が追加拠出する信託金の合計額は1,000百万円の範囲内とします。

(３) 取締役等に対して交付等が行われる当社株式等の数の算定方法及び上限
対象期間中に在任している取締役等（対象期間開始日以降に、新たに取締役等になった者を含
みます。）に対して、当社株式等の交付等の前提として、信託期間中の毎年６月１日（本対象期
間における初回は2022年６月1日）に、一定のポイントが付与されます（以下「付与ポイント」
といいます。）。
付与ポイントは、取締役等の役位及び業績目標の達成度等（※）に応じて決定され、付与ポイ
ントの累積値（以下「累積ポイント」といいます。）に応じて原則として対象期間終了後におい
て当社株式等の交付等が行われます。なお、１ポイントは当社株式１株とします。ただし、信託
期間中に当社株式の総数が株式の分割、株式の併合等によって増加または減少した場合には、当
社株式の分割比率・併合比率等に応じて、１ポイントあたりの当社株式数を調整します。
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※業績達成度を評価する指標は、単年度業績目標、中期業績目標及び非財務指標目標に基づき
設定されます。
① 単年度業績目標の達成度を評価する指標
決算短信の業績予想値に対する達成度等に応じて、0～200％の範囲で変動します。業績
目標の達成度等を評価する指標は、連結売上収益及び連結営業利益とします。
② 中期業績目標の達成度を評価する指標
中期経営計画の目標値に対する達成度等に応じて、0～200％の範囲で変動します。業績
目標の達成度等を評価する指標は、連結売上収益、連結営業利益及びROICとします。
③ 非財務指標目標の達成度を評価する指標
中期経営計画期間における目標値に対する達成度等に応じて、0～200％の範囲で変動し
ます。非財務指標目標の達成度等を評価する指標は、非内燃機関事業売上比率及びＣＯ２
排出量削減率とします。

（ご参考）
・非内燃機関事業売上比率は、以下の算定式に基づき算出します。（数値は連結ベース）
非内燃機関事業売上比率（％）＝（非内燃機関事業売上収益）÷（連結売上収益）×100

・ＣＯ２排出量削減率は2018年度比とします。

なお、取締役等に付与されるポイント数に基づいて取締役等に交付等が行われる当社株式の総
数は、対象期間である４事業年度で、667千株を上限とします。この上限交付株式数は、上記
(２)の信託金の上限額を踏まえて、直近の株価等を参考に設定しております。

(４) 取締役等に対する当社株式等の交付等の方法及び時期
受益者要件（原則として対象期間中に取締役等として在任し、株式交付規程に従いポイントの

付与を受けており、かつ、在任中に一定の非違行為等があった者ではないこと）を充足した取締
役等は、信託契約に従い一定の書類を当社に提出し、別途株式交付規程において定める受益権確
定日を迎えることなど、所定の受益者確定手続きを行うことにより、原則として対象期間終了直
後の７月（2025年７月）頃に、上記（３）に基づき算出される累積ポイント数に応じて当社株
式等について本信託から交付等を受けます。このとき、当該取締役等は、累積ポイント数の50
％（単元未満株式は切上げ）の当社株式について交付を受け、残りのポイント数に相当する当社
株式については本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとし
ます。
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なお、信託期間中に受益者要件を充足する取締役等が任期満了により退任する場合又は任期満
了以外の事由により退任する場合（自己都合により退任する場合及び正当な解任理由に基づき解
任される場合を除きます。）には、取締役等は所定の手続きを経た後遅滞なく、退任時までの累
積ポイント数の50％（単元未満株式は切上げ）の当社株式について交付を受け、残りのポイン
ト数に相当する当社株式については本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給
付を受けるものとします。
また、信託期間中に受益者要件を充足する取締役等が死亡した場合は、その時点における累積
ポイント数に応じた当社株式について、本信託内で換価した上で、当該取締役等の相続人が、そ
の換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。

(５) 株式等の交付等を受ける権利の喪失、株式等相当額の返還請求
取締役等が在任中に一定の非違行為等を行った場合は株式等の交付等を受ける権利を喪失する
ものとします。また、株式等の交付等を既に受けた後に在任中に行った一定の非違行為等が判明
した場合には、株式交付規程に定める計算方法に基づき算定された金銭額の返還を求めるものと
します。

(６) 本信託内の当社株式に関する議決権
本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権は
行使しないものとします。

(７) その他本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更及び本信託への追加
拠出の都度、取締役会において決定します。

以 上
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（1）事業の経過及びその成果
当連結会計年度における世界経済は、米国及び欧州では、年度前半において新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、消費活動や経済活動が大きく停滞しました。その後、年度後半に
かけては各国による経済対策やワクチン接種の広がりもあり持ち直しの動きが見られます。中
国においては早期に感染拡大の抑え込みに成功し、経済活動再開によるインフラ投資等、内需
の回復が見られるものの、感染再拡大を回避するための活動制限による個人消費の低迷が景気
回復の重石となっています。わが国経済においては世界的な経済活動の再開により輸出の持ち
直しが見られるものの、年度後半にかけて感染者数が拡大しており、世界経済の先行きは依然
として不透明な状況が続いています。
当社グループの主要な事業基盤である自動車業界における新車販売は、米国及び欧州におい
ては新型コロナウイルス感染拡大による外出規制等により、年度前半においては前年に比べ大
幅に減少する結果となりました。経済活動の再開以降においては徐々に回復の動きを見せてい
るものの、車載向け半導体の供給不足等のマイナス要因が影響を与え始めています。中国にお
いては経済活動の再開以降、各地での持続的な自動車購入を促進する政策により前年同期比で
上回る結果となっています。
また、半導体製造装置業界においては、新型コロナウイルスの感染拡大によりスマートフォ
ンの販売減速や自動車販売市場の低迷といったマイナス要因があったものの、テレワーク等の
拡大によりデータセンター向けの設備投資は回復傾向にあり、半導体製造装置市場全体として
は前年度に比べ拡大基調となっています。
その結果、当社グループの当連結会計年度における売上収益は4,275億46百万円(前連結会
計年度比0.3％増)、営業利益は473億89百万円(前連結会計年度比2.2％減)、税引前利益は
520億１百万円（前連結会計年度比16.2％増）となり、親会社の所有者に帰属する当期利益
は383億67百万円(前連結会計年度比13.9％増)となりました。

（注）当社グループは、当連結会計年度から、連結計算書類を従来の日本基準に替えて国際会計基準（以下、
「IFRS」という。）で作成しております。また、前連結会計年度の数値につきましても、IFRSに準拠した
数値を表示しております。
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第121期

売上収益 （百万円）

第120期

344,398 338,612

売上収益 （百万円）

第121期第120期

36,311 38,915

事業別の状況は以下のとおりであります。

事 業 区 分
売上収益（百万円） 対前連結会計

年度比（％）2019年度
（第120期）

2020年度
（第121期）

自 動 車 関 連 事 業 344,398 338,612 △1.7
セ ラ ミ ッ ク 関 連 事 業 36,311 38,915 7.2
メ デ ィ カ ル 関 連 事 業 20,671 24,805 20.0
新 規 事 業 関 連 事 業 20,630 19,905 △3.5
そ の 他 の 事 業 4,060 5,307 30.7

合 計 426,073 427,546 0.3
（注）2020年４月１日付の組織変更に伴い、従来「その他」に含まれていた環境エネルギー分野等の新規事業

を「新規事業関連」として別掲するとともに、従来の事業区分では「テクニカルセラミックス関連」に含
まれていた半導体を新商材の開発に注力する組織に再編したことから、「新規事業関連」に移管していま
す。また、従来「その他」に含まれていた「メディカル関連」については、今後成長が見込まれることか
ら独立の事業区分として別掲しています。なお、「新規事業関連」の別掲に伴い、新規事業に係る研究開
発費用の配賦方法を変更しています。2019年度（第120期）の事業区分は、2020年度（第121期）の事
業区分に基づき作成したものを記載しています。

<自動車関連>
当事業は、世界各国による段階的な経済活動の再開以降、米国
及び中国市場を中心とした補修用製品の販売が好調に推移しまし
た。しかしながら、第１四半期での新型コロナウイルス感染拡大
の影響に伴う売上減少により、通期では前年を下回る結果となり
ました。
この結果、当事業の売上収益は3,386億12百万円(前連結会計
年度比1.7％減)、営業利益は566億33百万円(前連結会計年度比
1.7％増)となりました。

<セラミック関連>
当事業は、自動車関連向け機械工具の出荷は回復基調であるも
のの、航空機関連向けの出荷は市場環境等の悪化により落ち込み
が見られます。半導体製造装置用部品については市場環境の拡大
基調を受けて、当社販売も堅調に推移しました。
この結果、当事業の売上収益は389億15百万円(前連結会計年
度比7.2％増)、営業利益は18億49百万円（前連結会計年度は11
億６百万円の営業損失）となりました。
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第121期

売上収益 （百万円）

第120期

20,671
24,805

第121期

売上収益 （百万円）

第120期

20,630 19,905

売上収益 （百万円）

第121期第120期

4,060

5,307

<メディカル関連>
当事業は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い手術件数が減
少したことにより、人工骨等のインプラント製品の販売は減少し
たものの、感染症の治療及び医療機関の病床確保を目的とした在
宅療養の増加により酸素濃縮装置の需要が拡大し、販売増加に寄
与しました。
この結果、当事業の売上収益は248億５百万円(前連結会計年
度比20.0％増)、営業損失は11億84百万円(前連結会計年度は４
億27百万円の営業損失)となりました。

<新規事業関連>
新規事業関連については、売上収益は199億５百万円(前連結
会計年度比3.5％減)となり、情報通信分野における５Ｇ等の次世
代製品の開発費用の増加や燃料電池分野における量産工程の立上
げ費用、その他新規事業分野の探索及び開発費用の増加により、
営業損失は104億34百万円(前連結会計年度は51億58百万円の
営業損失)となりました。

<その他>
その他の事業については、売上収益は53億７百万円(前連結会
計年度比30.7％増)、営業利益は５億26百万円(前連結会計年度
は５億49百万円の営業損失)となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度は、自動車関連事業の増産対応設備を中心に334億44百万円の投資をして
おります。主な内訳は自動車関連事業238億49百万円、セラミック関連事業32億61百万円、
メディカル関連事業５億68百万円、新規事業関連57億64百万円であります。
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（3）資金調達の状況
当連結会計年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長期化するリスクに備え、資金
確保を目的として、長期借入金500億円、短期借入金200億円の資金調達を行っております。

（4）対処すべき課題
①『2030 長期経営計画 日特ＢＸ』及び新中期経営計画（2021年度～2024年度）
当社グループは「良品主義」「総員参加」を基本姿勢とし、創意工夫・改善という変化を積
み重ね、顧客視点に立ち「良い品質」の商品をお届けすることで、今日の日本特殊陶業グルー
プを築き上げてまいりました。これこそが当社グループの基本であり、今後もこの姿勢を守
り、さまざまな課題に取り組んでまいります。長期経営計画『日特進化論』では、2020年の
ありたい姿として「ものづくり企業」、「高収益率企業」、「発展的企業」、「人財企業」を掲げ、
その実現のためのプロセスとして、３年ごとに現業の掘り下げと新ビジネスの種まきを目指す
「深化」、新製品・新ビジネスの立ち上げを目指す「新化」、そして、現業と新ビジネスの加速
度的な発展を目指す「進化」の３つのステージに分け、2020年にすべてのステークホルダー
に対して、“真価（真の価値）” を提供することを目指してまいりました。
そして、『日特進化論』の最終ステージである第７次中期経営計画では、その総仕上げとな
る「進化」の３年と、その先の “真価（真の価値）” を見据えた５カ年計画で、「既存事業のさ
らなる強化」、「新規事業の創出」、「強固な経営基盤の構築」を基本方針として各種施策を実施
し、その成果は次のとおりです。

（既存事業のさらなる強化）
主力製品であるスパークプラグは圧倒的な地位を確立し、排ガス用センサも世界トップシ
ェアを実現する等、ものづくり企業として “真価” を世界のお客さまに届けられるバリュー
チェーンの構築を達成いたしました。

（新規事業の創出）
医療分野では酸素濃縮装置事業を世界展開するCAIRE社の買収による事業拡大、環境・エ
ネルギー分野では燃料電池事業における子会社設立、また新規事業の探索を推進する組織
「ベンチャーラボ」の設立やベンチャーキャピタル投資等の “種まき” を進めたものの、具
体的な成長ビジョンの提示までには至りませんでした。



33 NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

（強固な経営基盤の構築）
「専務執行役員」及び「常務執行役員」という職位を「上席執行役員」に統合し、役員間
の階層をフラットにすることで経営課題へ迅速に対応できる体制を整えるとともに、年齢や
経歴を問わず有望な人財を活用するために、雇用型の「従業員執行役員制度」を導入いたし
ました。さらに、グローバルに拡大する事業環境に対し、より市場に近い拠点でスピーディ
かつ正確な経営判断を下すため、米州、EMEA、アジア地域を統括するRHQ（リージョナル
ヘッドクオーター）を導入する等、強固な経営基盤を構築してまいりました。

以上のとおり、『日特進化論』の総仕上げとなる第７次中期経営計画においては、スパーク
プラグ、排ガス用センサを中心とする自動車関連事業のさらなる強化に取り組み、安定的な収
益基盤を構築してまいりました。しかし、電気自動車をはじめとした技術革新が急速に進行
し、経済及び業界の構造そのものが大きく変化している今、“新たなステージ” へ向けた飛躍
と革新が求められています。
このような状況を踏まえ、2020年には、セラミックスをコアとしながらもセラミックスを

超えた事業を展開し、自動車関連事業を中心とした事業ポートフォリオからの転換を大きな戦
略テーマに、当社グループの「2040年に目指す姿」として、「これまでの延長線上にない変
化」、そのビジョンとして「Beyond ceramics, eXceeding imagination- セラミックスの先
へ、想像のその先へ。」を掲げ、そのマイルストーンとなる2030年をターゲットにした新長期
経営計画『2030 長期経営計画 日特ＢＸ』を策定いたしました。『2030 長期経営計画 日特
ＢＸ』では、行動指針 “Change with Will” のもと、「経営革新」「権限・責任の厳格化」
「『志』『共生』の意識醸成」を具体的な施策として推進することで、自動車関連事業で得た収
益を源泉として成長事業及び新規事業への投資を加速させ、事業ポートフォリオの転換を図っ
てまいります。

また、『2030 長期経営計画 日特ＢＸ』で目指す姿を見据え、2021年度から2024年度ま
での４年間を「変えるために、壊す。」「変わるために、創る。」として、組織を変革する期間
に位置付けた新中期経営計画を策定いたしました。本中期経営計画においては、次の基本方針
及び重点課題を掲げ、各種取組みを実行してまいります。
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基本方針：「既存事業」と「新規事業」が独立しながら、両輪で走る

（重点課題）
■成長事業及び新規事業への投資・人財ポートフォリオ転換の促進
■ROIC経営による稼ぐ力のさらなる強化

・重点課題に基づく具体的な取組みの一つとして、2021年４月には社内カンパニー制への
移行と一部事業部門の分社化を実施いたしました。事業部門、事業サポート部門、コーポ
レート部門の各組織において権限と責任を明確にし、独立自営の体制のもと、機動的な意
思決定の実現と収益性の可視化によるさらなる成長を推進してまいります。
・ROICを用いた事業別の目標管理及び事業ポートフォリオマネジメントの仕組みを構築・
運用することで、経営資源の最適配分を実現し、投資対効果の最大化を図ります。
・事業ポートフォリオの転換に不可欠な人財ポートフォリオの転換を実現するため、成長事
業・新規事業への人財の積極的な転換に取り組むとともに、「自律創造人財」の育成・創
出を推進します。

（事業別の取組み）
事業ポートフォリオ転換の達成に向けて、自動車関連事業でキャッシュ創出を最大化し、
成長事業・新規事業へ積極的な経営資源の再配分を図ってまいります。

（１）自動車関連事業
自動車関連事業においては、超効率化によりキャッシュ創出の最大化を図ります。具体的
には、高付加価値製品におけるシェアの向上、生産性の向上による投資の抑制、在庫圧縮
による資本効率の向上により、利益及びフリーキャッシュフローの最大化に取り組みま
す。

（２）成長事業
成長事業においては、各事業において市場成長率を超える事業成長を目指します。半導体
製造装置用部品事業では、独自技術で競合との差別化を図り、顧客からの最先端のニーズ
に応えることで、同分野でのトップサプライヤーを目指します。また、呼吸器関連事業で
は、グローバルでの患者様のQOL改善に貢献するため、製品群の拡充と販売地域・販売
チャネルの拡大に取り組みます。
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（３）新規事業
新規事業においては、新たな事業の柱となる新規事業の実現、及び、事業創出サイクルの
短縮化を目指します。新規事業の創出については、「Smart Health」「Decentralized
Utility」「Smart Mobility」を注力領域として、コーポレートベンチャーキャピタルを通
じたベンチャー企業との連携やM&Aの活用により、持続可能な成長に向けた新市場の獲
得を目指します。燃料電池事業では、産業用燃料電池向け製品の発電性能の向上、家庭
用・業務用の次世代燃料電池向け製品の開発、生産コストの低減及び量産体制の確立によ
り、競争力の獲得及び事業規模の拡大に取り組みます。

②持続的成長に向けた取組み
企業の持続的成長を図っていく上では、重要な社会的課題に正面から向き合い、その解決に
挑んでいくという基本姿勢が求められます。当社グループは、グローバル企業として持続可能
な社会作りに寄与するため、ESG各分野の社会的課題のうち、「ステークホルダーにとっての
重要性」と「当社にとっての重要性」の２軸からサステナビリティにおける重要課題を特定し
ました。「相互信頼を深め、未来を見つめた新たな価値を提案し、世界の人々に貢献します」
という企業理念のもと、今後も「社会のよき一員」として企業活動を推進し、社会全体に貢献
できるよう努めてまいります。

③コンプライアンスの徹底
当社グループはコンプライアンスを重要な経営課題と位置付けており、今後も企業の社会的
責任を果たし、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、過去に生
じた競争法違反の再発防止策の徹底と全社に対するコンプライアンス教育、啓発活動を継続し
て実施してまいります。

④新型コロナウイルス感染症への対応
当社では新型コロナウイルス感染症拡大の初期段階から対策本部を立ち上げ、さまざまな感
染防止策を実施してまいりました。職場環境の感染リスクを低減するため、在宅勤務や時差勤
務の積極的な推奨、WEB会議の活用、オフィスでの密集を避けるための分散勤務を目的とし
たサテライトオフィスを設置し、特に在宅勤務に関しては従業員が利用しやすい環境を整える
ためにIT環境を刷新しました。また、2021年７月に小牧工場内に竣工予定の新オフィス棟に
おいては、非在席勤務率30％以上を主な取組みのひとつとして掲げております。
これまでの新型コロナウイルス感染症への対応実績を事業継続計画(BCP)に反映し、引き続
き感染の再拡大や新たな感染症に備えてまいります。
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優先的に取り組む課題 SDGsへの貢献 主な取り組み内容

気候変動への対応 CO2排出量の削減

環境に配慮して
設計した製品の提供

環境配慮製品の普及・拡大

社会的課題の解決に寄与する
技術・製品・事業の開発

燃料電池の開発

無鉛圧電材の用途開発

センシングIoT事業の開発

グローバル人財マネジメント
女性・外国籍・キャリア採用の促進

新たな人事制度の検討

コーポレートガバナンス
取締役の女性・外国籍比率の向上

取締役の社外比率の向上

リスクマネジメント 事業への影響分析（リスクマップの作成）
と対応

コンプライアンス 役員・従業員の意識調査と
継続的な教育啓発

情報セキュリティ インシデント対応組織（CSIRT体制）の
維持・強化

環境

E

社会

S

ガバナンス

G

【ご参考】当社グループが優先的に取り組む課題
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（5）財産及び損益の状況の推移
日本基準

区 分 2017年度
（第118期）

2018年度
（第119期）

2019年度
（第120期）

2020年度
当連結会計年度
（第121期）

売 上 高(百万円) 409,912 425,013 426,207 ―
営 業 利 益(百万円) 67,279 58,385 46,444 ―
経 常 利 益(百万円) 69,094 59,258 44,249 ―
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 44,335 42,638 30,116 ―
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 209円37銭 204円74銭 145円72銭 ―
総 資 産(百万円) 599,972 629,417 641,300 ―
純 資 産(百万円) 388,115 401,505 389,795 ―

国際会計基準（IFRS）

区 分 移行日
2018年４月１日

2018年度
（第119期）

2019年度
（第120期）

2020年度
当連結会計年度
（第121期）

売 上 収 益(百万円) ― 425,109 426,073 427,546
営 業 利 益(百万円) ― 55,321 48,447 47,389
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) ― 40,515 33,698 38,367
基本的１株当たり当期利益 ― 194円55銭 163円06銭 188円59銭
資 産 合 計(百万円) 626,833 651,929 663,374 771,293
資 本 合 計(百万円) 397,611 409,991 399,737 451,626
（注）第121期よりIFRSを適用して連結計算書類を作成しております。

また、参考情報として第120期以前についてもIFRSに準拠した数値を開示しております。
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売上高／売上収益

総資産／資産合計

営業利益

１株当たり当期純利益／
基本的１株当たり当期利益

純資産／資本合計

（百万円） （百万円）

（円）

（百万円） （百万円）

第118期 第120期

第118期 第120期

第118期 第120期

第118期 第120期

第118期 第120期

209.37

409,912

599,972

67,279

388,115

204.74

第119期

425,013

第119期

58,385

第119期

第119期

629,417

第119期

401,505

426,207

第121期

641,300

第121期

389,795

第121期

第121期

46,444

426,073

663,374 399,737

親会社株主に帰属する当期純利益／
親会社の所有者に帰属する当期利益 （百万円）

第118期 第120期

44,335

第119期

42,638

30,116

第121期

33,698

48,447

第121期

145.72
163.06

427,546

47,389

38,367

771,293 451,626

188.59

日本基準 ← → IFRS

日本基準 ← → IFRS

日本基準 ← → IFRS

日本基準 ← → IFRS

日本基準 ← → IFRS

日本基準 ← → IFRS
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（6）従業員の状況
事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

名 名

自動車関連事業 12,621 （減） 248
セラミック関連事業 1,638 （減） 77
メディカル関連事業 666 （増） 85
新規事業関連事業 1,429 （増） 202
その他の事業 37 （減） 1

合 計 16,391 （減） 39
　
（7）企業集団の主要な事業内容

事 業 区 分 主 要 製 品

自動車関連事業

（プラグ及びプラグ関連品）
自動車・航空機・船舶・ロケット用等スパークプラグ、
ディーゼルエンジン用グロープラグ、プラグキャップ、
プラグコード、点火コイル 等
（自動車用センサ）
ジルコニア酸素センサ、全領域空燃比センサ、ノックセンサ、
広範囲排気温度センサ、NOxセンサ 等

セラミック関連事業
セラミック切削工具、超硬切削工具、回転工具等の機械工具、
ベアリングボール、超音波振動子、圧電アクチュエータ、
半導体製造装置用部品 等

メディカル関連事業 人工骨、医療用酸素濃縮装置 等

新規事業関連事業

（ICパッケージ及び回路基板他）
積層セラミックパッケージ・基板、
イメージセンサ用パッケージ、LED用パッケージ、
半導体検査用プローブカード基板、
次世代移動通信システム向け機能部材 等
（燃料電池関連）
固体酸化物形燃料電池用スタック



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

NGK SPARK PLUG CO.,LTD. 40

（8）企業集団の主要拠点等
当 社 本 社 愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号
国内営業拠点 東京、大阪、広島、福岡、仙台、札幌
国内製造拠点 本社工場（愛知県名古屋市）

小牧工場（愛知県小牧市）
鹿児島宮之城工場（鹿児島県薩摩郡さつま町）
伊勢工場（三重県伊勢市）
セラミックセンサ㈱（愛知県小牧市）
㈱日特スパークテック東濃（岐阜県可児市）
㈱神岡セラミック（岐阜県飛騨市）
NTKセラミック㈱（愛知県小牧市）
CS中津川㈱（岐阜県中津川市）
㈱NTKセラテック（宮城県仙台市）

海 外 拠 点 米国特殊陶業㈱（米国）
米国テクノロジー㈱（米国）
Wells Vehicle Electronics, L.P.（米国）
CAIRE Inc.（米国）
英国NGKスパークプラグ㈱（英国）
欧州NGKスパークプラグ㈲（ドイツ）
フランスNGKスパークプラグ㈱（フランス）
ブラジル特殊陶業㈲（ブラジル）
上海特殊陶業㈲（中国）
オーストラリアNGKスパークプラグ㈱（オーストラリア）
アジアNGKスパークプラグ㈱（タイ）
タイNGKスパークプラグ㈱（タイ）
友進工業㈱（韓国）
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（9）重要な子会社及び関連会社の状況
名 称 資本金又は

出 資 金
当 社 の
議決権比率 主要な事業内容

（子会社）
百万円 ％

セラミックセンサ㈱ 100 100 自動車用センサの製造
㈱日特スパークテック東濃 50 100 スパークプラグ部品の製造
㈱神岡セラミック 30 100 グロープラグ・機械工具の製造
NTK セ ラ ミ ッ ク ㈱ 100 100 ICパッケージ及び回路基板他の製造
CS 中 津 川 ㈱ 50 100 自動車用センサ部品の製造
㈱ NTK セ ラ テ ッ ク 450 100 セラミック関連製品の製造販売
米国ホールディング㈱

千米ドル
66,500 100 持株会社

米 国 特 殊 陶 業 ㈱
千米ドル

81,800 ※1 100 自動車関連製品の製造販売、機械工具の販売

米国テクノロジー㈱
千米ドル
3,000 ※1 100 セラミック関連製品、ICパッケージ及び回路基板他の

販売
Wells Vehicle Electronics Holdings Corp. 千米ドル

233,857 100 持株会社
Wells Vehicle Electronics, L.P.

千米ドル
1 ※2 100 自動車関連製品の製造販売

ＣＡＩＲＥ Ｉｎｃ．
米ドル
1 100 医療用酸素濃縮装置の製造販売

英 国 N G K
ス パークプラグ㈱

千ポンド
240 100 自動車関連・セラミック関連製品の販売

欧 州 N G K
ス パークプラグ㈲

千ユーロ
6,000 100 自動車関連・セラミック関連製品の販売

フ ラ ン ス N G K
ス パークプラグ㈱

千ユーロ
2,000 100 スパークプラグの製造、自動車関連・セラミック関連

製品の販売
ブラジル特殊陶業㈲

千レアル
30,849 100 自動車関連・セラミック関連製品の製造販売

上 海 特 殊 陶 業 ㈲
百万円

1,900 100 自動車関連製品の製造販売
オーストラリアNGK
ス パークプラグ㈱

千豪ドル
250 100 自動車関連製品の販売

ア ジ ア N G K
ス パークプラグ㈱

百万バーツ
2,146 100 自動車関連製品の製造販売

タ イ N G K
ス パークプラグ㈱

百万バーツ
550 100 自動車用センサの製造、自動車関連製品・機械工具の

販売
（関連会社）
友 進 工 業 ㈱ 百万ウォン

3,780 50 自動車関連製品の製造販売
（注） ※1は米国ホールディング㈱を通じての間接保有であります。
　 ※2はWells Vehicle Electronics Holdings Corp.を通じての間接保有であります。
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(10) 主要な借入先及び借入額
借入先 借入残高（百万円）

シンジケートローン（注） 48,000
（株）三菱UFJ銀行 50,000
（株）みずほ銀行 20,000

（注）シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団からの借入であります。
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（1）発行可能株式総数
普通株式 390,000,000株

（2）発行済株式の総数
普通株式 203,850,695株
（自己株式 324,625株を除く）

（3）株 主 数 19,342名

（4）上位10名の株主
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 16,794 8.23

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 16,752 8.21

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 15,932 7.81

株 式 会社日本カストディ銀行（信託口） 8,041 3.94

全 国 共 済 農 業 協 同 組 合 連 合 会 7,404 3.63

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 4,380 2.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社トヨタ自動車口 3,929 1.92

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 3,563 1.74

Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ 株 式 会 社 3,433 1.68

株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 3,322 1.63

（注）持株比率は、自己株式（324千株）を控除して計算しております。なお、当社は役員報酬BIP信託及び株
式付与ESOP信託を導入しておりますが、当該信託が保有する当社株式は自己株式に含めておりません。

（5）当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式
該当事項はありません。
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33
29

第120期

56,360

第119期第118期

46,800

第121期

37,626

27

48,001

20

上場会社株式
貸借対照表上の合計額（百万円）

上場会社株式
銘柄数（銘柄）

【ご参考】政策保有株式について
①政策保有に関する方針
当社は、取引先等との継続的かつ安定的な取引関係の維持・強化を基本にしつつ、中長期的
な経済合理性を検証の上、当社の企業価値向上に繋がると判断する株式を保有することとして
おります。この保有に関しては、毎年、取締役会にて個別の政策保有株式について資本コスト
と中長期的なリスク・リターンとの比較などを踏まえた保有の合理性及び企業価値向上の観点
から効果の検証を行い、継続保有に該当しないとの判断に至る場合は、適宜市場動向を見なが
ら売却いたします。

②議決権行使の基準
保有株式の議決権の行使については、保有先及び当社の企業価値向上に資するものであるか
どうかといった観点から議案毎に賛否を判断いたします。特に、役員選任議案、剰余金処分議
案及び株主価値に大きな影響を与える議案については、議決権行使基準に基づき議決権を行使
いたします。

③純投資目的以外で当社が保有する株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
2017年度
（第118期）

2018年度
（第119期）

2019年度
（第120期）

2020年度
（第121期）

銘 柄 数(銘 柄) 66 63 69 63
う ち 上 場 会 社(銘 柄) 33 29 27 20
貸借対照表上の合計額(百万円) 58,727 50,279 41,101 51,043
う ち 上 場 会 社(百万円) 56,360 46,800 37,626 48,001
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45 NGK SPARK PLUG CO.,LTD.

（1）当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等
該当事項はありません。

（2）当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価として交付され
た新株予約権等
該当事項はありません。
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（1）取締役及び監査役の氏名等（2021年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
取 締 役 会 長 尾 堂 真 一 一般社団法人日本自動車部品工業会会長
代 表 取 締 役
取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員

川 合 尊 全事業管掌

代 表 取 締 役
取 締 役 副 社 長
副社長執行役員

松 井 徹 社長補佐、イノベーション推進本部管掌

取 締 役
上 席 執 行 役 員 加 藤 三紀彦 経営戦略本部管掌兼本部長、東京支社長
取 締 役
上 席 執 行 役 員 小 島 多喜男 研究開発本部管掌兼本部長、メディカル事業管掌
取 締 役
上 席 執 行 役 員 磯 部 謙 二 経営管理本部管掌兼本部長、秘書室担当、本社工場長、

米国ホールディング株式会社社長
取 締 役
上 席 執 行 役 員 前 田 博 之 企画統括本部管掌兼本部長兼技術評価室長

取 締 役 大 瀧 守 彦 Henry Schein Japan株式会社取締役、株式会社ギガプライズ社外
取締役、株式会社エフピコ社外取締役

取 締 役 安 井 金 丸 公認会計士

取 締 役 Mackenzie Donald Clugston 亀田製菓株式会社社外取締役、関西学院大学教授、出光興産株式会社社外取締役、サッポロホールディングス株式会社社外取締役

取 締 役 ※土 井 美和子
国立研究開発法人情報通信研究機構監事、奈良先端科学技術大学院
大学理事、株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役、東北
大学理事、株式会社ＳＵＢＡＲＵ社外取締役

常 勤 監 査 役 堀 田 泰 彦

常 勤 監 査 役 松 原 佳 弘

監 査 役 永 冨 史 子 弁護士、中部電力株式会社社外監査役

監 査 役 湊 明 彦

（注）1. 当期中の取締役・監査役の異動
2020年６月24日開催の第120回定時株主総会において、※印の土井美和子氏が新たに取締役に選任
され、就任いたしました。

2. 取締役大瀧守彦氏、安井金丸氏、Mackenzie Donald Clugston氏及び土井美和子氏は、会社法第２
条第15号に定める社外取締役であり、当社は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所
に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
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3. 監査役永冨史子氏及び湊明彦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり、当社は株式会社
東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対して、各氏を独立役員とする独立役員届出書を提
出しております。

4. 監査役堀田泰彦氏は、長年当社経理部に勤務した経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有
するものであります。

5. 監査役湊明彦氏は、金融業務に長く従事した経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
ものであります。

6. 2021年４月１日付けの取締役及び執行役員の地位・担当等の状況は次のとおりであります。
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
取 締 役 会 長 尾 堂 真 一 一般社団法人日本自動車部品工業会会長
代 表 取 締 役
取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員

川 合 尊 全事業管掌、DX推進・グローバルグループガバナンス本部管掌

代 表 取 締 役
取 締 役 副 社 長
副社長執行役員

松 井 徹 社長補佐、Business Creationカンパニー管掌

取 締 役
上 席 執 行 役 員 加 藤 三紀彦 戦略人事・サステナビリティ推進管掌、東京支社長
取 締 役
上 席 執 行 役 員 小 島 多喜男 研究開発本部管掌
取 締 役
上 席 執 行 役 員 磯 部 謙 二 ビジネスマネジメント・財務戦略管掌、秘書室担当、

米国ホールディング株式会社社長
取 締 役
上 席 執 行 役 員 前 田 博 之 経営戦略・事業化推進本部管掌
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
上 席 執 行 役 員 石 田 昇 燃料電池室担当、CECYLLS株式会社社長

上 席 執 行 役 員 角 谷 正 樹 Global Procurementカンパニー長

上 席 執 行 役 員 田 辺 宏 之 生産技術カンパニー長、小牧工場長

上 席 執 行 役 員 小 倉 浩 靖
SCM Solutions & Servicesカンパニー長、ASEAN・インド
地域統括、アジアNGKスパークプラグ株式会社社長、
NTKコーポレーションアジア株式会社社長

上 席 執 行 役 員 加 藤 章 良 IGNITEカンパニー長、さつま工場長

上 席 執 行 役 員 鈴 木 浩 二 モビリティビジネスカンパニー長

上 席 執 行 役 員 高 柳 好 之 ビジネスマネジメント室担当兼ビジネスサポートカンパニー長、
本社工場長

上 席 執 行 役 員 新 海 修 アドバンストセラミックカンパニー長、
株式会社NTKセラテック社長、伊勢工場長

上 席 執 行 役 員 長谷川 和 伸 中国地域統括、特殊陶業実業（上海）有限公司社長、
上海特殊陶業有限公司社長

上 席 執 行 役 員 鈴 木 啓 司 Sensor Beyondカンパニー長

上 席 執 行 役 員 寺 下 和 良 財務戦略室担当兼FP&Aカンパニー長

上 席 執 行 役 員 山 口 智 弘 戦略人事室・サステナビリティ推進室担当
兼HRコミュニケーションカンパニー長兼人財開発部長

執 行 役 員 Michael Alan Schwab PAMA地域統括、米国特殊陶業株式会社社長、カナダNGKスパークプラグ株式会社社長
執 行 役 員 Damien Germès EMEA地域統括、欧州NGKスパークプラグ有限会社社長

執 行 役 員 光 岡 健 研究開発本部長

執 行 役 員 太 田 雅 和 マシニングテクノロジーカンパニー長

執 行 役 員 森 茂 樹 DX推進室担当兼ITシステムカンパニー長

執 行 役 員 田 島 常二郎 株式会社NTKセラテック副社長、米国テクノロジー株式会社社長

執 行 役 員 有 見 真 午 生産技術カンパニー副カンパニー長

執 行 役 員 鈴 木 義 孝 事業化推進本部長
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間
に、任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意で
かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、当
該限度額を超える部分については、会社は社外取締役及び社外監査役を免責する旨の責任限定
契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び執行役員その他会社法上の重要な使用人を被保険者として、役
員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負
うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金・
争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、当該保険契約の
保険料は全額会社が負担しております。

（4）社外役員に関する事項
① 社外役員の兼職の状況（2021年３月31日現在）
地 位 氏 名 兼職先 兼職の内容

社外取締役 大 瀧 守 彦
Henry Schein Japan株式会社
株式会社ギガプライズ
株式会社エフピコ

取締役
社外取締役
社外取締役

社外取締役 Mackenzie
Donald Clugston

亀田製菓株式会社
関西学院大学
出光興産株式会社
サッポロホールディングス株式会社

社外取締役
教授
社外取締役
社外取締役

社外取締役 土 井 美和子

国立研究開発法人情報通信研究機構
奈良先端科学技術大学院大学
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
東北大学
株式会社ＳＵＢＡＲＵ

監事
理事
社外取締役
理事
社外取締役

社外監査役 永 冨 史 子 中部電力株式会社 社外監査役
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② 社外役員の主な活動状況
地 位 氏 名 主な活動状況

社外取締役

大 瀧 守 彦

当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席しております。また、
グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識に基づき、
当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことが期
待されていたところ、取締役会における積極的な発言や任意の指名委員会
及び報酬委員会の委員としての活動等を通して、期待された役割を果たし
ております。

安 井 金 丸

当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席しております。また、
長年の公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、当社経
営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言をいただくことが期待され
ていたところ、取締役会における積極的な発言や任意の指名委員会及び報
酬委員会の委員としての活動等を通して、期待された役割を果たしており
ます。

Mackenzie
Donald Clugston

当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席しております。
また、長年の外交官として培われたグローバルで豊富な経験並びに国際情
勢及び貿易に関する高い見識に基づき、当社経営陣による業務執行の監督
及び経営陣への助言をいただくことが期待されていたところ、取締役会に
おける積極的な発言や任意の指名委員会及び報酬委員会の委員としての活
動等を通して、期待された役割を果たしております。

土 井 美和子

2020年６月24日社外取締役就任後、当事業年度に開催された取締役会10
回すべてに出席しております。また、情報通信分野における研究者として
の豊富な経験及び卓越した実績に基づき、当社経営陣による業務執行の監
督及び経営陣への助言をいただくことが期待されていたところ、取締役会
における積極的な発言や任意の指名委員会及び報酬委員会の委員としての
活動等を通して、期待された役割を果たしております。

社外監査役

永 冨 史 子
当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席し、弁護士としての専
門的見地から意見を述べております。また、当事業年度に開催された監査
役会13回すべてに出席し、監査の方針・方法その他の監査役の職務の執行
に関する事項について意見を述べております。

湊 明 彦
当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席し、金融機関で培われ
た経験及び経営者としての見識を活かして、意見を述べております。また、
当事業年度に開催された監査役会13回すべてに出席し、監査の方針・方法
その他の監査役の職務の執行に関する事項について意見を述べております。
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（5）当事業年度に係る取締役及び監査役に対する報酬等の額
① 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

役 員 区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員数
（人）固定報酬 賞与 業績連動型

株式報酬
取締役
（社外取締役を除く） 522 342 124 55 7

監査役
（社外監査役を除く） 49 49 － － 2

社外取締役 54 54 － － 4
社外監査役 28 28 － － 2
（注）1. 2017年６月29日開催の第117回定時株主総会の決議により次のとおり取締役報酬の限度額が定めら

れております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち社外取締役は３名）です。
報酬の総額（賞与総額を除く） 月額 60百万円以内
賞与総額 年額 １億80百万円以内

また別枠で、2017年６月29日開催の第117回定時株主総会の決議により当社取締役（社外取締役を
除く）及び執行役員を対象として第118期から第121期までの４事業年度に対して限度額1,000百万円
の業績連動型株式報酬を設定しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）
の員数は７名、執行役員（取締役を除く）の員数は12名です。

2. 2006年６月29日開催の第106回定時株主総会の決議により次のとおり監査役報酬の限度額が定めら
れております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち社外監査役は２名）です。

報酬の総額（賞与総額を除く） 月額 10百万円以内
賞与総額 年額 10百万円以内

3. 「賞与」は「業績連動報酬等」に、「業績連動型株式報酬」は「業績連動報酬等」及び「非金銭報酬等」
に、それぞれ該当いたします。また、上記の「賞与」及び「業績連動型株式報酬」の総額は、それぞ
れ当事業年度中に費用計上した額です。

② 賞与に関する事項
当社は、取締役に対する業績連動報酬等として、会社業績達成度に関する定量目標や個人
業績に係る定性的な評価に基づき、賞与を支給しております。
賞与の額の算定に用いる会社業績に関する指標は、中長期的な業績の向上と企業価値増大
への貢献意識を高めることを目的として、営業活動の成果を反映する単年度の連結売上収益
及び連結売上収益営業利益率としており、その目標値に対する実績及び個人業績に係る定性
的な評価に応じて賞与の額を算出いたします。
なお、連結売上収益及び連結売上収益営業利益率の目標値はそれぞれ4,050億円及び8.1
％であり、当事業年度における実績値はそれぞれ4,275億円及び11.1％です。
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③ 業績連動型株式報酬に関する事項
当社は、業績連動型株式報酬制度として、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員（雇
用型執行役員を除く）を対象に、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を採用してお
り、2018年３月31日に終了する事業年度から2021年３月31日に終了する事業年度までの
４事業年度を対象期間として、役位や中期経営計画等の目標達成度等に応じて、あらかじめ
報酬委員会の審議を経て取締役会で決定する株式交付規程に定める算定方法に従ってポイン
トを付与し、対象期間終了後に、付与された合計ポイント数に応じて当社株式及び当社株式
の換価処分金相当額の金銭を交付又は給付することとしております。
目標達成度を評価する指標は、単年度業績目標及び中期業績目標に基づき設定しておりま
す。単年度業績目標については、営業活動の成果を反映する連結売上収益及び連結営業利益
を指標としており、目標値はそれぞれ4,050億円及び330億円であり、当事業年度における
実績値はそれぞれ4,275億円及び473億円です。中期業績目標については、中期経営計画の
目標として掲げている連結売上収益、連結営業利益及び投下資本に対して効率的に利益を獲
得したかを図る指標であるROICを採用しています。中期経営計画の最終年度である当事業
年度における目標値は、連結売上収益5,200億円、連結営業利益1,000億円、ROIC13.0％
以上であり、その実績値は、連結売上収益4,275億円、連結営業利益473億円、ROIC5.5％
です。
④ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めて
おり、その内容の概要は以下のとおりです。本方針の決定に際しては、手続き及び内容の透
明性及び妥当性を確保するため、事前に委員の過半数が社外役員である報酬委員会への諮問
を行い、その答申を尊重して取締役会において決議しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたって、当社は、業績
目標の達成度や施策の実施状況等について当社の事業全体を俯瞰して評価を行うためには代
表取締役会長及び代表取締役社長によることが最も適していると考えていることから、その
具体的内容の決定を株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で代表取締役会長尾堂真一及
び代表取締役社長川合尊に委任しておりますが、委任された権限が適切に行使されるよう、
報酬委員会において、取締役の報酬等に関する方針や手続、制度内容及び取締役個人別の報
酬案の妥当性を審議のうえ、その答申を尊重して決定しております。また、業績連動型株式
報酬については、あらかじめ取締役会で決定した株式交付規程に定める算定方法に従って取
締役個人別の付与ポイント数を決定しております。取締役会は、報酬等の内容が、報酬委員
会によって本方針との整合性含め多角的に検討された上で、その答申を尊重して決定されて
いることを確認しており、当該内容が本方針に沿うものと判断しております。
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【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要】
ア．基本方針
取締役に対する報酬等は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高め、
株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「固定
報酬」及び単年度の会社業績達成度等に連動する「賞与」並びに役位及び中期経営計画等
で掲げる業績目標の達成度に応じて当社株式を交付する「業績連動型株式報酬」から構成
する。ただし、社外取締役に対する報酬等は「固定報酬」のみとする。
イ．固定報酬
固定報酬は、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しな
がら、総合的に勘案した上で決定し、毎月、現金で支給する。
ウ．賞与
賞与は、役職別の基準額に、営業活動の成果を反映する連結売上収益及び連結売上収益
営業利益率等の会社業績達成度の定量目標や、個人業績に係る定性的な評価を加味して、
総合的に勘案した上で決定し、毎年、一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に報酬委員会
の答申を尊重して設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。
エ．業績連動型株式報酬
非金銭報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を一層高めることを
目的として、会社の業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であ
る、業績連動型株式報酬制度とする。
本制度では、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託を採用し、役位や中期経営計
画等の目標達成度等に応じて、あらかじめ報酬委員会の審議を経て取締役会で決定する株
式交付規程に定める算定方法に従ってポイントを付与し、本制度の対象期間終了後に、付
与された合計ポイント数に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締
役に交付又は給付する。
目標達成度を評価する指標とその値は、単年度業績目標及び中期業績目標に基づき、中
期経営計画と整合するよう報酬委員会の答申を尊重して設定するものとする。
オ．報酬割合
社外取締役を除く取締役の種類別の報酬割合については、役位及び職責を踏まえて、報
酬委員会において他社の報酬構成等を参考にしながら妥当性を検証した上で設定する。な
お、報酬等の種類ごとの比率の目安は、固定報酬:賞与:業績連動型株式報酬=60:25:15と
する (KPI（重要業績評価指標）を100％達成の場合）。
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カ．取締役の個人別の報酬等の決定方法
取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき代表取締役会長及び
代表取締役社長に対して具体的内容の決定について委任するものとし、代表取締役会長及
び代表取締役社長は経営環境や会社の業績の下、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し
株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定する権限を有する。取締役会は、当該権
限が代表取締役会長及び代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原
案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長
は，取締役の個人別の報酬等の具体的内容を当該答申の内容を尊重して決定しなければな
らないこととする。なお、業績連動型株式報酬については、あらかじめ取締役会で決定す
る株式交付規程に定める算定方法に従って取締役個人別の付与ポイント数を決定する。



5．会計監査人に関する事項
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（1）会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当該事業年度に係る会計監査人報酬等の額
　 公認会計士法第２条第１項の監査業務に対する報酬 81百万円
　 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に対する報酬 ―百万円

合 計 81百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 81百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査、英文連結財務諸表の監査に対する監査報酬の額を区分しておらず、
実質的にも区分できないため、公認会計士法第２条第１項の監査業務に対する報酬
の金額はこれらの合計額となっております。

2. 当社の重要な子会社のうち海外の子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監
査を受けております。

③ 会計監査人の報酬に監査役会が同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画における監査項目と体制、監査の実施状況及び報酬
見積の算出根拠等を確認し、妥当性を検討した結果、適切であると判断し、会社法第399条
第１項の同意を行っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合には、監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務執行状況等を勘案し、会計監査人が継続してその職責を全うする上
で重要な疑義を招く事象があったと判断した場合は、監査役会は会計監査人の解任又は不再任
を株主総会の議案といたします。
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当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営における最重要政策の一つと位置付けておりま
す。2021年４月から始まる事業年度以降、配当は完全業績連動へ変更し、連結での年間配当性
向40％を株主の皆さまに還元いたします。
また、内部留保は、中長期経営計画における当社の課題である事業ポートフォリオの転換、将
来の成長に必要な研究開発投資、事業拡大・合理化のための設備投資等に充ててまいりますが、
達成度合いと比較して適正資本水準を超えると判断した場合には、自己株式取得を含む株主還元
の実施に充当していきます。

　
　
　
（注） 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



連結計算書類
連結財政状態計算書
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（2021年３月31日現在）
資 産 負 債

百万円 百万円

流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 現 金 同 等 物 139,520 営業債務及びその他の債務 52,264
営業債権及びその他の債権 111,339 社 債 及 び 借 入 金 46,759
そ の 他 の 金 融 資 産 26,266 そ の 他 の 金 融 負 債 3,217
棚 卸 資 産 126,837 未 払 法 人 所 得 税 9,316
そ の 他 の 流 動 資 産 11,903 そ の 他 の 流 動 負 債 32,598
流 動 資 産 合 計 415,868 流 動 負 債 合 計 144,157
非 流 動 資 産 非 流 動 負 債
有 形 固 定 資 産 251,230 社 債 及 び 借 入 金 140,779
の れ ん 及 び 無 形 資 産 16,440 退 職 給 付 に 係 る 負 債 23,836
使 用 権 資 産 8,992 そ の 他 の 金 融 負 債 7,025
持分法で会計処理されている投資 15,081 繰 延 税 金 負 債 491
そ の 他 の 金 融 資 産 54,310 そ の 他 の 非 流 動 負 債 3,377
繰 延 税 金 資 産 8,438 非 流 動 負 債 合 計 175,509
そ の 他 の 非 流 動 資 産 930 負 債 合 計 319,666
非 流 動 資 産 合 計 355,424 資 本

百万円

資 本 金 47,869
資 本 剰 余 金 54,856
利 益 剰 余 金 325,187
自 己 株 式 △1,554
その他の資本の構成要素 22,473
親会社の所有者に帰属する持分合計 448,831
非 支 配 持 分 2,794
資 本 合 計 451,626

資 産 合 計 771,293 負 債 及 び 資 本 合 計 771,293
（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

連結損益計算書
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（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
科 目 金 額

百万円

売 上 収 益 427,546
売 上 原 価 △297,331
売 上 総 利 益 130,214
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △83,871
持 分 法 に よ る 投 資 損 益 1,088
そ の 他 収 益 1,644
そ の 他 費 用 △1,686
営 業 利 益 47,389
金 融 収 益 5,679
金 融 費 用 △1,067
税 引 前 利 益 52,001
法 人 所 得 税 費 用 △14,420
当 期 利 益 37,580
当 期 利 益 の 帰 属
親 会 社 の 所 有 者 38,367
非 支 配 持 分 △786

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



計算書類
貸借対照表
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（2021年３月31日現在）
資 産 の 部 負 債 の 部

百万円 百万円
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
製 品
仕 掛 品
原 料 及 び 材 料
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 収 益
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

250,529
4,336
2,570
78,635
84,500
14,574
15,128
575
1,784
145
1,585
28,484
18,360
△153

333,782
156,610
42,791
2,150
80,901
181
2,640
15,673
12,273
5,562
5,562

171,609
51,077
73,994
328

11,319
30,340
4,455
455
△361

流 動 負 債
買 掛 金
前 受 金
短 期 借 入 金
関 係 会 社 短 期 借 入 金
1年内返済予定の長期借入金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
競 争 法 関 連 費 用 引 当 金
預 り 金
そ の 他

固 定 負 債
社 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
株 式 給 付 引 当 金
そ の 他

118,293
40,478
143

20,000
12,835
18,000
9,219
6,205
9,878
384
707
441

149,623
50,000
80,100
18,759
314
449

負 債 合 計 267,917
純 資 産 の 部

百万円
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
特 別 償 却 準 備 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等

その他有価証券評価差額金

289,747
47,869
54,824
54,824
188,608
5,837

182,770
206

182,563
△1,554
26,647
26,647

純 資 産 合 計 316,394
資 産 合 計 584,312 負 債 純 資 産 合 計 584,312

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2020年４月１日から2021年３月31日まで）
科 目 金 額

百万円
売 上 高 278,400

売 上 原 価 214,708
売 上 総 利 益 63,692
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 43,854
営 業 利 益 19,838
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,722
そ の 他 7,802 12,524

営 業 外 費 用
支 払 利 息 265
そ の 他 638 904
経 常 利 益 31,457
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4
投 資 有 価 証 券 売 却 益 6,565 6,570

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 1,072
投 資 有 価 証 券 売 却 損 579
関 係 会 社 株 式 評 価 損 4
和 解 金 518 2,174
税 引 前 当 期 純 利 益 35,852
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,502
法 人 税 等 調 整 額 △518 7,984
当 期 純 利 益 27,868

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書
2021年５月13日

日本特殊陶業株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 大 北 尚 史㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 時々輪 彰 久㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日本特殊陶業株式会社の2020年
４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状
態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、日本特殊陶業株式会社及び連
結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作
成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省
略して作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略し
て作成することを認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十
分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及
び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以 上
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独立監査人の監査報告書
2021年５月13日

日本特殊陶業株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 大 北 尚 史㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員公認会計士 時々輪 彰 久㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日本特殊陶業株式会社の
2020年４月１日から2021年３月31日までの第121期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下
「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、
構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監 査 報 告 書
当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第121期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画、
職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実
施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、各社の取締役及び監査役等と情報交換を図り、必要に応じて往査
を行い実態の把握に努めました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査
法人、内部監査部門に当該内部統制の整備運用状況の有効性評価及び監査の状況につ
いて確認し、必要に応じて説明を求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施していることを監視及び検証す
るとともに、監査計画の内容と監査結果をはじめとする職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並
びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連
結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。なお、独
占禁止法等の企業コンプライアンス、業務執行上のリスク管理につきましては、諸
規程の整備や各種会議体によるモニタリングを通じて継続して実効性の向上に取り
組まれていることを確認しております。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上
2021年５月13日

日本特殊陶業株式会社 監査役会
常勤監査役 堀 田 泰 彦㊞
常勤監査役 松 原 佳 弘㊞
社外監査役 永 冨 史 子㊞
社外監査役 湊 明 彦㊞

（注）監査役永冨史子及び監査役湊明彦は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め
る社外監査役であります。

以 上



ご 参 考

DJSIの「Asia Pacific Index」構成銘柄に4年連続で選定
世界的な社会的責任投資（SRI）の株価指標である「Dow Jones Sustainability

Index（DJSI）」のアジア・太平洋地域を対象とした「Asia Pacific Index」の構成銘
柄に4年連続で選定されました。
DJSIは、米国のS&P Dow Jones Indices社とスイスのRobecoSAM社が共同

開発した指標であり、社会・環境・経済の3分野から企業を分析し、持続可能性（サス
テナビリティ）に優れた企業を選定するものです。
当社グループは、「事業を通じて社会の役に立ちたい」という想いのもと、「事業価

値」の向上と「社会的価値」の向上の両立に取り組んでおり、これらを評価いただい
た結果と考えております。

金融安定理事会（FSB）が設けた「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」※の
提言に賛同しました。
当社グループは「2030 長期経営計画 日特BX」の中で、ESGに関する8つの優先

的に取り組む課題（マテリアリティ）を設定し、その一つに「気候変動への対応」を掲
げ、長期の視点で環境対応に取り組んでおります。
今後、財務に影響のある気候関連情報の開示を求めるTCFDの提言に基づき、気候変

動が事業に与えるリスク・機会について分析し、積極的な情報開示を進めてまいります。
※TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）は、主要国の中央銀行や金融規制当局などが参加する国際機関である金融安定理事会
（FSB）によって設置されたタスクフォースで、気候変動に関する情報開示のフレームワークを示しています。

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言に賛同

1

2

トピックス

【ウェブサイトのご案内】

https://www.ngkntk.co.jp/

当社WEBサイトにおきましても、事業に関するご紹介、トピックスなど、
各種情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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（ご注意）
１．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で
承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）
ではお取り扱いできませんのでご注意願います。

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、
同行へお問い合わせください。

３．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行の全国本支店にお問い合わせください。

事 業 年 度 ４月１日～翌年３月31日

期 末 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 ３月31日

中 間 配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 ９月30日

定 時 株 主 総 会 毎年６月

株 主 名 簿 管 理 人
三菱UFJ信託銀行株式会社

特 別 口 座 の 口 座 管 理 機 関

同 連 絡 先

東京都府中市日鋼町１-１
TEL 0120-232-711（通話料無料）
（郵送先）
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

上 場 証 券 取 引 所 東京・名古屋（第１部）

公 告 の 方 法

電子公告により行います。
公告掲載URL https://www.ngkntk.co.jp/ir/public_notice/
（但し、事故やその他のやむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、日本経済新聞および中日新
聞に掲載いたします。）

株主メモ
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会 場
名古屋観光ホテル３階「那古の間」
名古屋市中区錦一丁目19番30号
TEL（052）231－7711（代）

【ご案内】
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅⑧⑨⑩番出口徒歩２分

【お願い】
当日、ホテル駐車場(有料)は混雑することが予想されますので、公共交通機関をご利用の上、
会場までお越しいただきますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
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